


宇部市ふるさと納税 寄付の流れ、方法
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寄附者 宇部市

山口大学

指定先に寄附額の7割が交付

『未来を創る「革新の種」育成ふるさと寄附』
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所得税・住民税から控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ
確定申告を行ってください。申告の際には、寄附金受領証明書（宇部市が発行する領収書）が必要です。
確定申告をする必要のない給与所得者等である場合には、「ワンストップ特例制度」をご利用できます。

宇部市ふるさと納税によりいただいたご寄附は、その7割が、ご指定いただいた山口大学の医学部、医学部附属
病院、工学部に交付され、高度人材育成支援事業に活用させていただきます。

ふるさと納税（寄附）の申し込み方法
インターネットの上記のサイトからお申し込みください。

クレジットカードでの納付

各サイトからクレジットカード等によるお支払いが可能です。

寄付金受領証明書の送付

入金確認後、2週間〜1ヶ月程度で郵送いたします。

寄附金の控除

宇部市ふるさと納税に寄附をすると、寄附額から2,000円を除いた額が、一定の上限まで、所得税(復興特別
所得税を含む。)及び個人住民税から控除されます。
詳しくは、お住まい(ふるさと納税をされた翌年1月1日時点)の市区町村にお尋ねください。

確定申告

指定先への寄附額の交付

山口大学基金事務局
TEL ：083-933-5622
E-mail : kikin@yamaguchi-u.ac.jp

宇部市移住定住推進課 ふるさと納税係
TEL；0836-34-8168
E-mail；iju@city.ube.yamaguchi.jp 
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